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○守山市空き家活用推進補助金交付要綱 

平成29年４月１日 

守山市告示第141号 

(目的) 

第１条 市長は、市内における空き家の活用を図ることにより、住環境および景観の悪化

を未然に防止し、もって地域コミュニティの維持および活性化に資することを目的とし

て、空き家を公益性の高い施設として活用するために改修等を行う際の経費に対して、

予算の範囲内において守山市空き家活用推進補助金(以下「補助金」という。)を交付す

るものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第１号。以下

「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 空き家 

１年以上、居住者または利用者が確認されておらず、かつ賃貸用または売却用とし

ても流通されていない建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常

態であるその建築物 

(２) 公益性の高い施設 

次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的な活用が担保される施設 

ア 地域活性化に資する観光交流施設 

イ 子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設 

ウ 自治会等の活動拠点および多世代交流施設 

エ 共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する

施設 

オ アからエまでのいずれかに準ずると市長が認めるもの 

(補助対象事業) 

第３条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要

件をすべて満たすものとする。 

(１) 公益性の高い施設として活用するために、次条に規定する補助対象建築物を改修

する事業であること。 

(２) 申請日の属する年度の３月16日までに完了する事業であること。 

(３) 本市の地区計画が定められている地区における空き家に対する事業である場合は、
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地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得られている事業であること。 

(４) 本市の開発および建築にかかる担当部署に必要資料を準備のうえ、事前相談し、

許可および確認が必要であると判断された場合については、許可証の交付が得られて

いる事業であること。 

(５) 同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けない事業であるこ

と。 

(補助対象建築物) 

第４条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の要件をすべて満たすものとする。 

(１) 本市の区域内に存する空き家で、過去に適法に建築された建築物であること。 

(２) 申請時点において、所有権等を有する者が明らかな建築物であること。なお、都

市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第１号に規定する用途への活用を申請する場

合は、申請者が所有権を有する建築物であること。 

(３) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物であること。 

(４) 国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対

して同種類似の補助を受けていない建築物であること。 

(５) 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。 

(６) 不動産業を営む者またはこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと。 

(補助対象者) 

第５条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 補助対象建築物の所有者または補助対象建築物を賃借しようとする者(国、地方公

共団体その他の公的機関を除く。)であって、当該建築物を改修する権利を有するもの

であること。 

(２) 過去にこの要綱の補助金の交付を受けたことがない個人または団体 

(３) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23

年告示第17号)第１条に規定する特定滞納者でない個人または団体 

(４) 市ホームページへの掲載など、市の広報において事例として紹介することを了承

する者 

２ 前項第４号に基づく了承について、補助対象者が所有者と異なる場合は、あらかじめ

所有者の同意を得なければならない。なお、複数所有者がいる場合については、全員の

同意を得なければならない。 

(関係権利者の同意) 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物
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の所有者以外の者である場合は、申請者は、補助対象事業の実施に係り当該建築物の所

有者の同意を得なければならない。 

２ 前項の場合であって、補助対象建築物における所有者が複数の場合は、全員の同意を

得なければならない。 

３ 申請者が補助対象建築物における所有者の一人である場合は、補助対象事業の実施に

係り他の所有者全員の同意を得なければならない。 

(改修工事施工者の要件) 

第７条 第３条の補助対象事業における改修工事の施工にあたっては、施工者は本市の区

域内に本店または主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければなら

ない。ただし、申請者が自ら施工する場合はこの限りではない。 

(補助対象費用) 

第８条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象建

築物の改修に要する費用(設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量、試験費)

とする。 

２ 申請者が第３条の補助対象事業において自ら改修工事を行う場合は、補助対象費用は

材料費および専門工事業者へ支払う費用とする。 

３ 補助対象事業に係る消費税相当額は、補助対象費用に含まれない。 

(補助金の額) 

第９条 前条の補助対象費用の合計額に３分の２を乗じて得た額(その額に1,000円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を補助金の額とし、400万円を限度額とす

る。 

(補助金の交付申請) 

第10条 申請者は、規則第３条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 守山市空き家活用事業計画書(事業報告書)(別記様式第１号) 

(２) 固定資産税の評価証明書等で建築年月および面積のわかるもの 

(３) 案内図、設計図、改修計画図その他改修方法を示す図書(設計者等の記名または押

印があるものに限る。) 

(４) 補助対象費用の分かる内訳明細書 

(５) 補助対象建築物の所有権等が分かる書類(未登記の場合は、名寄台帳または固定資

産税納税通知書の写し) 

(６) 補助対象建築物が過去に適法に建築されたことがわかる書類 
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(７) 審査結果の通知を受けていることが証明できる書類(地区計画が定められている

地区に対する改修工事に限る。) 

(８) 都市計画法上、許可されたことが証明できる書類 

(９) 建築基準法の規定に基づく確認済証(必要な場合に限る。) 

(10) 誓約書(別記様式第２号) 

(11) 土地利用等に係る承諾書(申請者が補助対象建築物の所有者でない場合または所

有者が複数存在する場合に限る。) 

(12) その他市長が必要であると認める書類 

２ 前項の申請は、毎年度４月１日以降、かつ、当該改修等に係る工事の着工前に行わな

ければならない。 

(補助金の交付決定および通知) 

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、条件を付して守山市空き家活用推進補助金交付決定

通知書(別記様式第３号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守

山市空き家活用推進補助金不交付決定通知書(別記様式第４号)により、理由を付して当

該申請者に通知するものとする。 

(補助金交付申請の取下げ) 

第12条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条第１

項の規定による決定通知書を受け取った日から14日以内に限り補助金交付申請を取下げ

ることができる。 

２ 補助金交付申請を取下げようとする者は、守山市空き家活用推進補助金交付申請取下

げ届出書(別記様式第５号)により市長に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による取下げがあったときは、前条第１項に定める補助金交付の決定を

取消すものとする。 

(補助対象事業の変更) 

第13条 補助決定者は、第10条に基づく交付申請内容を変更しようとするときは、速やか

に守山市空き家活用推進補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第６号)に変更内

容のわかる資料を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、その結果を守山市空き家活用推

進補助金交付申請内容変更承認(不承認)通知書(別記様式第７号)により申請者に通知す
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るものとする。 

３ 市長は、前項の審査で承認する場合において、交付決定額に変更が生じるときは、併

せて守山市空き家活用推進補助金変更交付決定通知書(別記様式第８号)により当該申請

者に通知するものとする。 

(補助対象事業の中止) 

第14条 補助決定者は、事情により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに守

山市空き家活用推進事業中止届出書(別記様式第９号)により市長に届け出なければなら

ない。 

２ 前項の規定による中止の届出があったときは、第11条第１項に定める補助金交付の決

定を取消すものとする。 

(補助金の請求) 

第15条 補助決定者は、第11条第１項の規定による補助金の交付決定の通知を受けたとき

は、守山市空き家活用推進補助金交付額確定通知書を添えて、守山市空き家活用推進補

助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に請求するものとする。 

(概算払) 

第16条 市長は、前条の規定による補助金交付請求があったときは、規則第13条第２項の

規定に基づき、概算払いにより交付する。 

(実績報告) 

第17条 規則第11条に規定する補助対象事業等実績報告書(以下「報告書」という。)の提

出期日は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を超えない日または３月16日の

いずれか早い日とする。 

２ 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(報告書に添付すべき書類)は、次に掲げ

るものとする。 

(１) 守山市空き家活用事業完了報告書(別記様式第11号) 

(２) 設計・工事請負契約書の写し(自ら施工した場合は除く) 

(３) 改修平面図(最終変更後のもので改修箇所がわかるものに限る。) 

(４) 工事写真(改修する前後が確認できるもの) 

(５) 領収書の写し(設計、工事その他補助対象費用に係るものすべて) 

(６) その他、市長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定) 

第18条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査

し、補助対象事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、守山市空き
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家活用推進補助金交付額確定通知書(別記様式第12号)により速やかに補助決定者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の審査で不備が認められた場合は、期限を定めて守山市空き家活用推進

事業完了審査結果不備事項是正通知書(別記様式第13号)により補助決定者に通知するも

のとする。 

３ 前項の通知を受け取った補助決定者は、是正期限までに是正を行い、当該是正期限か

ら起算して７日以内に守山市空き家活用推進事業完了審査結果不備事項是正完了報告書

(別記様式第14号)により市長に報告するものとする。 

(決定の取消し) 

第19条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助

金の交付決定の全部または一部を取消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとした

とき。 

(２) 補助金を交付目的以外に使用したとき。 

(３) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

(４) 第12条第２項に基づき、交付申請が取下げられたとき。 

(５) 第14条第１項に基づき、事業の中止が届けられたとき。 

(６) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、守山市空き家活用推

進補助金交付取消通知書(別記様式第15号)により補助決定者に通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消

しに係る補助金を既に交付しているときは、守山市空き家活用推進補助金返還命令書(別

記様式第16号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

(補助決定者に対する指導) 

第21条 市長は、補助決定者に対して、公益性の高い活用が図られるよう必要な指導およ

び助言をすることができる。 

付 則 

(施行期日) 

１ この告示は、平成29年６月１日から施行する。 

(評価検証時期) 

２ 規則第16条第２項に規定する検証の時期は、令和８年３月31日とする。 
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付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この告示は、令和３年８月１日から施行する。 

付 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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